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介護保険料率について

令和７年度
令和８年２月分（3月納付分）まで

1.59％

1.59％から1.62％へ引き上げた場合の令和8年度の保険料負担の影響（被保険者1人当たり、労使折半後）

〔月額〕 51 円 （２,７03円 →  2,754円）  の負担増 （※）標準報酬月額を3４0,000円とした場合の負担を算出。

令和８年度
令和８年３月分（４月納付分）から

1.62％
（+0.０3％pt）

各年度の介護保険料率は、次の算式により得た率を基準として、保険者が定めることとなっている。

介護保険料率 ＝
介護納付金の額

介護保険第2号被保険者（40歳～64歳）の総報酬額総額の見込

≪参考≫健康保険法 第160条

１６ 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金（日雇特例被保険者に係るものを除く。）の額を当該年度における当該保険者   

が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
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⚫ 介護保険の保険料率については、介護納付金の額を総報酬額の見込額で除して得た率を基準として保険者

が定めると健康保険法で法定されています。

⚫ 令和８年度は、令和７年度末に見込まれる剰余分（57億円）も含め、単年度で収支が均衡するよう1.62％

（４月納付分から変更）とします。



協会けんぽの収支見込（介護分）
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参考介護保険制度の仕組み
（出典：厚生労働省HP）
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人口比に基づき設定

（３，５８５万人） （４，１８８万人）



介護納付金の仕組み 参考

令和６年１２月２３日
第116回社会保障審議会
介護保険部会資料３（抜粋）
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